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自転車活用推進法に定める基本方針と自転車活用推進計画に定める目標・施策との関係
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自転車活用推進計画
自転車活用推進法 基本方針（第８条）

目標 施策

都市環境

1 自転車通行空間の計画的な整備 ①自転車専用道路等の整備

2 路外駐車場や取締など自転車通行空間の確保 ②路外駐車場の整備等

3 シェアサイクルの普及促進 ③シェアサイクル施設の整備

4 駐輪場整備など公共交通機関との連携 ⑪公共交通機関との連携の促進

5 情報通信技術の活用 ⑦情報通信技術等の活用による管理の適正化

6 生活道路の安全対策や無電柱化との連携 ①自転車専用道路等の整備

健康

7 自転車競技施設の整備 ④自転車競技施設の整備

8 幅広い年齢層でのサイクルスポーツ振興 ⑩青少年の体力の向上

9 自転車を利用した健康づくりの啓発 ⑨国民の健康の保持増進

10 自転車通勤の促進 ⑨国民の健康の保持増進

観光
11 国際会議・国際大会の誘致 ⑬自転車を活用した国際交流の促進

12 サイクルルートの環境整備等 ⑭観光来訪の促進、地域活性化の支援

安全・安心

13 車両の品質基準普及 ⑤高い安全性を備えた自転車の供給体制整備

14 点検整備等の人材育成 ⑥自転車安全に寄与する人材の育成等

15 交通安全意識の啓発・取締 ⑧交通安全に係る教育及び啓発

16 学校における交通安全教育 ⑧交通安全に係る教育及び啓発

17 自転車通行空間の計画的な整備（１の再掲） ①自転車専用道路等の整備（再掲）

18 危機管理体制の強化・避難行動等への活用 ⑫災害時の有効活用体制の整備

〇計画の施策は自転車活用推進法に定められた基本方針に即して定められている。



•車両・装備の安全性向上

•自転車利用者はじめ道路利用者の
安全意識向上

•道路空間の安全性向上

•災害発生時における自転車の活用

•事故発生時のセーフティネット

•サイクルツーリズムの普及・活用

•健康づくりへの自転車の活用促進

•地域の足の確保

•短トリップの自転車への転換
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目標及び施策体系

CO2の削減・交通混雑の緩和

安全・安心の確保

健康の増進

地域社会の維持・発展

観光立国の実現

社会的課題

〇社会情勢の変化（高齢化の進展、情報通信技術の発達、車両及び利用者の多様化、生活様式・交通行動の変
容）を踏まえて、施策体系について検討。
〇新たに施策として２項目を追加した上で、４つの目標は現計画を踏襲。
〇ただし、新型コロナの影響（生活様式・交通行動の変容）については、今後の状況等を注視しながら計画に
おける取扱を引き続き検討。なお、新型コロナの影響の長期化が見込まれた場合、他の計画における取扱も参
考にした上で、目標の１つに掲げることも検討。

施策 法に定める基本方針の該当条文等目標

都市環境

◆自転車通行空間の計画的な整備 第８条第１号

◆路外駐車場や取締など自転車通行空間の確保 第８条第２号

◆シェアサイクルの普及促進 第８条第３号

◆駐輪場整備など公共交通機関との連携 第８条第１１号

◆情報通信技術の活用 第８条第７号

◆生活道路の安全対策、無電柱化との連携 第８条第１号

健康

◆自転車競技施設の整備 第８条第４号

◆幅広い年齢層でのサイクルスポーツ振興 第８条第１０号

◆自転車を利用した健康づくりの啓発 第８条第９号

◆自転車通勤の促進 第８条第９号

観光
◆国際会議・国際大会の誘致 第８条第１３号

◆サイクルルートの環境整備等 第８条第１４号

安全安心

◆車両の品質基準普及 第８条第５号

◆点検整備等の人材育成 第８条第６号

◆多様な自転車の開発・普及 （第８条第５号）

◆安全意識の啓発・取締 第８条第８号

◆学校における交通安全教育 第８条第８号

◆自転車通行空間の計画的な整備（再掲） 第８条第１号

◆危機管理体制の強化・避難行動への活用 第８条第１２号

◆損害賠償責任保険等への加入促進 （附則第３条２項）

情報通信技術の発達 生活様式・交通行動の変容高齢化の進展 車両及び利用者の多様化社会情勢の
変化

※赤字が現計画
からの変更点
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